
令和７年度　氷上フェスティバル　開催要項

１　目　　　的　　スケート場を無料開放して、県民にスケートに親しむ場を提供します。
２　主　　　催　　岩手県　公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
３　日　　　 時　 令和７年12月27日(土)10：00～20:00（イベントは15時まで。15時以降は自由滑走のみ）
４　会　　　場　　フジスイアイスリンクいわて（岩手県営スケート場）
　　　　　　　　　〒020-0122　盛岡市みたけ５丁目９－１　TEL　019－641－1530
５　参加対象者　　子どもから大人まで
６　参加方法　　事前申込不要
７　参　加　料　　無料（リンク滑走利用料・貸靴使用料及び各イベントへの参加料全て）
８　実施内容　　①無料開放自由滑走
②パックシュートゲーム（アイスホッケーのシュート体験）
　　　　　　　　　③キッズリンク（未就学児対象：靴のままリンク上で遊べるコーナー）
　　　　　　　　　④抽選会（各種賞品が当たる抽選会）

　　【イベント日程】
	
	スピードリンク
	Aリンク
	Bリンク
	備考

	開場前
	整　氷
	

	10:00
	自　由　滑　走　
	★パックシュート
★キッズリンク
	Bリンクは各イベントを半面ずつ使って行う

	11:00
	
	
	

	12:00
	整　氷
	整氷が終わり次第、リンクを開放する

	13:00
	★抽選会
	自　由　滑　走
	★パックシュート
★キッズリンク
	抽選会はスピードリンク側の軒下で行う

	14:00
	自　由　滑　走
	
	

	15:00～
	自　由　滑　走
	

	20:00
	閉　場
	



９　問い合わせ先　　　(公財)岩手県スポーツ振興事業団　　TEL　019-641-1129
フジスイアイスリンクいわて(岩手県営スケート場)　 TEL　019-641-1530
10　そ の 他　　　・参加者は事故防止のため、帽子と手袋を必ず着用してください。
　　　　　　　　　・天候事情等により、各イベントの内容及び時間が変更又は中止となる場合があります。
・飲食物販売コーナーとして、１店舗分の区画を設置します(販売は外部業者)。
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 スピードリンク  A リンク  B リンク  備考  

開場前  整   氷   

10:00  自   由   滑   走    ★パックシュート   ★キッズリンク  B リンクは各 イベントを半 面ずつ使って 行う  

11:00  

12:00  整   氷  整氷が終わり 次第 、 リンク を開放する  

13:00  ★抽選会  自   由   滑   走  ★パックシュート   ★キッズリンク  抽選会はスピ ードリンク側 の軒下で行う  

14:00  自   由   滑   走    

15:00 ～  自   由   滑   走   

20:00  閉   場   

  ９   問い合わせ 先     ( 公財 ) 岩手県スポーツ振興事業団    TEL   019 - 641 - 1129   フジスイアイスリンクいわて ( 岩手県営スケート場 )     TEL   019 - 641 - 1530   10   そ   の   他       ・参加者は事故防止のため、帽子と手袋を必ず着用 し て く だ さい 。              ・天候事情等により、各イベントの内容及び時間が変更又は中止となる場合があ り ま す 。   ・飲食物販売コーナーとして、１店舗分の区画を設置 し ま す ( 販売は外部業者 ) 。  

